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国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について 

 

 国民年金法施行令（昭和３４年政令第１８４号）別表並びに厚生年金保険法

施行令（昭和２９年政令第１１０号）別表第１及び別表第２に規定する障害の

程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の改正について」

（平成１４年３月１５日庁保発第１２号）により取り扱っているところである

が、糖尿病について近年の医学的知見を反映するため、関係の専門家による審

議等を踏まえ、今般、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の一部を別紙

のとおり改正し、平成２８年６月１日から適用することとしたので通知する。 

なお、国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号）に  

より従前の例によることとされた同法の規定による改正前の国民年金法（昭和

３４年法律第１４１号）及び厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）の

規定に基づく障害給付に係る障害の程度の認定については、それぞれ「国民年

金障害等級認定基準」（昭和５４年１１月１日庁保発第３１号）及び「国民年金

において併合認定を行う場合の後発障害認定基準」（昭和５４年１１月１日庁

保発第３２号）並びに「厚生年金保険の障害認定要領」（昭和５２年７月１５

日庁保発第２０号）により取り扱うものであることを申し添える。 
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◎ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準（第９節／神経系統の障害）新旧対照表 

 

                                                                                 (傍線部分は改正部分) 

改    正    後 改    正    前 

第３ 障害認定に当たっての基準 

第１章  障害等級認定基準 

第９節／神経系統の障害 

   神経系統の障害による障害の程度は、次により認定する。   

１ 認定基準 （略） 

２ 認定要領 

（1）及び（2） （略） 

 

（3） 疼痛は、原則として認定の対象とならないが、四肢その他の 

神経の損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷 

その他の原因による神経痛、 根性疼痛、悪性新生物に随伴する

疼痛、糖尿病性神経障害による激痛等の場合は、疼痛発作の頻度、

強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、次のよ

うに取り扱う。 

ア及びイ （略） 

 

（4） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 障害認定に当たっての基準 

第１章  障害等級認定基準 

第９節／神経系統の障害 

   神経系統の障害による障害の程度は、次により認定する。   

１ 認定基準 （略） 

２ 認定要領 

（1）及び（2） （略） 

 

（3） 疼痛は、原則として認定の対象とならないが、四肢その他の 

神経の損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷 

その他の原因による神経痛、 根性疼痛、悪性新生物に随伴する

疼痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因

となる他覚的所見等により、次のように取り扱う。 

 

ア及びイ （略） 

 

（4） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEVOQ
テキストボックス
（別紙）
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◎ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準（第１５節／代謝疾患による障害）新旧対照表 
 

                                                                                 (傍線部分は改正部分) 

改    正    後 改    正    前 

第３ 障害認定に当たっての基準 

第１章 障害等級認定基準 

第１５節／代謝疾患による障害 

代謝疾患による障害の程度は、次により認定する。 

１ 認定基準 （略） 

２ 認定要領 

(1)   （略） 

 

(2) 糖尿病とは、その原因のいかんを問わず、インスリンの作 

用不足に基づく糖質、脂質、タンパク質の代謝異常によるも 

のであり、その中心をなすものは高血糖である。 

糖尿病患者の血糖コントロールの困難な状態が長年にわたる

と、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖

尿病性壊疽等の慢性合併症が発症、進展することとなる。 

糖尿病の認定は、血糖のコントロール状態そのものの認定

もあるが、多くは糖尿病合併症に対する認定である。 

 

(3) 糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、 

代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、具体的な日 

常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。 

 

  （（2）に移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(4) 糖尿病による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のと 

おりである。 

一般状態区分表 （略） 

 

(5) 糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお 

血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当す 

るものを３級と認定する。 

ただし、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリ

ン治療を行っていることについて、確認のできた者に限り、

認定を行うものとする。 

第３ 障害認定に当たっての基準 

第１章 障害等級認定基準 

第１５節／代謝疾患による障害 

代謝疾患による障害の程度は、次により認定する。 

１ 認定基準 （略） 

２ 認定要領 

(1)   （略） 

 

  （（3）から移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、 

代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、具体的な日 

常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。 

 

(3) 糖尿病とは、その原因のいかんを問わず、インスリンの作 

用不足に基づく糖質、脂質、タンパク質の代謝異常によるも 

のであり、その中心をなすものは高血糖である。 

糖尿病患者の血糖コントロール不良状態が長年にわたると、

糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病

性動脈閉塞症等の慢性合併症が発症、進展することとなる。 

糖尿病の認定は、血糖のコントロール状態そのものの認定

もあるが、多くは糖尿病合併症に対する認定である。 

 

(4) 血糖のコントロールの良否については、インスリン治療時

におけるＨｂＡ1c及び空腹時血糖値を参考とすることとし、

ＨｂＡ1cが8.0％以上及び空腹時血糖値が140㎎／ｄℓ以上の場

合にコントロールの不良とされる。 

 

(5) 糖尿病による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のと 

おりである。 

一般状態区分表 （略） 

 

(6) 糖尿病については、次のものを認定する。 
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なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっ

ては、さらに上位等級に認定する。 

  ア 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時

又は随時の血清Ｃペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもので、

かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの 

  イ 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が

平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ

又はイに該当するもの 

ウ インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖 

高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、 

一般状態区分表のウ又はイに該当するもの 

 

 

 

(6) 糖尿病性網膜症を合併したものによる障害の程度は、本章 

「第１節 眼の障害」の認定要領により認定する。 

      

(7) 糖尿病性壊疽を合併したもので、運動障害を生じているもの

は、本章「第７節 肢体の障害」の認定要領により認定する。 

 

(8) 糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知覚の障害、重度の自 

律神経症状等があるものは、本章「第９節 神経系統の障害」 

の認定要領により認定する。 

  

(9) 糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は、本章「

第12節 腎疾患による障害」の認定要領により認定する。 

 

  （（8）に移動） 

 

 

 

 

 

 

  （（7）に移動） 

 

 

(10) その他の代謝疾患は、合併症の有無及びその程度、治療及

び症状の経過、一般検査及び特殊検査の検査成績、認定時の

具体的な日常生活状況等を十分考慮して、総合的に認定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ア インスリンを使用してもなお血糖のコントロールの不良

なものは、３級と認定する。 

 

  イ 合併症の程度が、認定の対象となるもの 

 

 

 

 

 

   なお、血糖が治療、一般生活状態の規制等によりコントロ

ールされている場合には、認定の対象とならない。 

 

(7) 糖尿病性網膜症を合併したものによる障害の程度は、本章 

「第１節 眼の障害」の認定要領により認定する。 

      

  （（10）から移動） 

 

 

  （（9）から移動） 

 

 

 

(8) 糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は、本章「

第12節 腎疾患による障害」の認定要領により認定する。 

 

(9) 糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知覚の障害、重度の自

律神経症状等があるものは、本章「第９節 神経系統の障害」

の認定要領により認定する。 

  ア 単なる痺れ、感覚異常は、認定の対象とならない。 

  イ 糖尿病性神経障害が長期間持続するものは、３級に該当

するものと認定する。 

 

(10) 糖尿病性動脈閉塞症は、運動障害を生じているものは、本

章「第７節 肢体の障害」の認定要領により認定する。 

 

(11) その他の代謝疾患は、合併症の有無及びその程度、治療及

び症状の経過、一般検査及び特殊検査の検査成績、認定時の

具体的な日常生活状況等を十分考慮して、総合的に認定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


